
 国選弁護等報酬請求のしおり 

国選弁護等事件を受任される弁護士の方へ 
 
複数事件の弁護活動のために遠距離移動や出張があった場合の
按分申告について （注意喚起） 

遠距離接見等加算報酬や日当、旅費について按分が要求される事件にお
いて、必要な按分がされないと、契約約款に反した過剰支給となってし
まいますから、正しい按分申告が必要です。 
１回の移動が別件の国選事件(国選弁護事件、国選付添事件、国選被害者参
加事件)の遠距離移動や出張を兼ねているときは、旅費等請求書の申告欄
（下記赤枠内）に必ず記入してください。 

他の国選事件との按分申告を漏らすと・・・ 

過大請求となり、契約上の措置の対象となることがあります。 
 
訴訟費用負担事件では、被告人から過剰な費用を徴収してし
まうことになります。 

報告書提出の前に、もう一度他の国選事件の按分申告漏れが
ないかご確認ください。 


